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午前１０時００分開会 

○ただ太郎委員長 定刻となりましたので、ただい

まより厚生委員会を開会させていただきます。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 記録署名員の指名をさせていた

だきます。 

  太田委員、横田委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、異動管理職の紹介があり

ます。 

  足立福祉事務所長から異動のあった課長級職員

について紹介をお願いします。 

○足立福祉事務所長 私からは、異動のあった課長

級職員について紹介いたします。 

  木村政雄足立福祉事務所副参事。北部福祉担当

でございます。前任職は、足立福祉事務所北部福

祉課長です。本日は欠席しております。 

  本異動に伴いまして、足立福祉事務所北部福祉

課長の事務は、足立福祉事務所長が取り扱います。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございました。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、議案の審査に移ります。 

  （１）第１７号議案 足立区障がい者福祉手当

条例の一部を改正する条例を単独議題といたしま

す。 

  執行機関の説明を求めます。 

○福祉部長 おはようございます。 

  まず、福祉部の議案説明資料を御覧いただきた

いと思います。２ページをお開きください。 

  件名が足立区障がい者福祉手当条例の一部を改

正する条例でございます。 

  今回の改正内容は２点ございます。 

  １点目が支給要件の変更ということでございま

して、身体障害者手帳３級、愛の手帳４度、精神

障害者保健福祉手帳１級の所持者につきまして、

新たに２０歳未満の者にも月額４，０００円の手

当を支給するという内容が１点でございます。 

  ２点目が等級変更に伴う届出の変更ということ

でございまして、障害等級が変更になった場合、

手当額が変更になる場合がございます。このとき

の手続でございますが、これまで届出をいただい

たものを原則本人からの届出不要という形で、手

続の変更をさせていただきたいと考えてございま

す。 

  ３ページの２でございますが、施行日は、令和

６年８月１日を予定してございます。 

  なお、特別区の状況です。他区の状況や新旧対

照表につきましては、４ページ以降を御参照いた

だきたいと思います。 

  御審議よろしくお願いいたします。 

○ただ太郎委員長 それでは、質疑に入ります。 

  何か質疑はございますでしょうか。 

○銀川ゆい子委員 今回の議案内容で、２０歳未満

の方に取り組んでいただいたので、本当によかっ

たと思っておりますけれども、やはりきちんと確

認をしておきたいので、質問させていただこうと

思います。 

  やっとということで、こちらの表にもあるよう

に２３区比較で、ここまで取組が遅くなった理由

というのはどのようなことがありますでしょうか。 

○障がい福祉課長 確かに他区に比べて非常に遅れ

たというところがございますが、こちらについて

は、手当という形ではなくて、他の障がい施策全
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体の充実というところに足立区としては重きを置

いていた経緯がございまして、その結果この手当

については、今の今日という形になってございま

す。 

○銀川ゆい子委員 私も手当現金で支給するところ

ということよりも施設とかほかのサービスが足立

区は他区に比べて充実しているので、そういうと

ころで遅くという言い方はちょっと悪いのですけ

れども、このペースになってしまったのではない

かというところは、考えていたところでもありま

した。 

  こちらとしましては、遅くなった分、他区より

肩を並べるくらいではなく、平均以上を期待して

いると思うのですけれども、当事者の方々におい

ては、そこまで上げなかった、４，０００円にし

た理由というの伺えればと思います。 

○障がい福祉課長 確かにこちらに出ている一覧表

で、特に比べると金額、今のところ低い状態です

けれども、まずは、現在支給されていない方々に

支給をするというところに重きを置きまして、ま

た金額については、今後検討課題とさせていただ

きたいと思います。 

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。今障が

い福祉課長おっしゃっていただいたとおり、今回

は、まずはここまでということだと思うのですけ

れども、今後障がい者施策の充実を目指す足立区

として、更に拡充を期待するのですけれども、そ

のあたりのお考えはいかがでしょうか。 

○障がい福祉課長 そのあたりについては、先ほど

の答弁の繰り返しになりますけれども、福祉の全

体の施策の中で、どこに予算の方を重きを置いて

いくかというところも含めて、検討していきたい

と考えております。 

○横田ゆう委員 この条例案は、毎年我が党も障が

い者団体と懇談をずっと繰り返してきましたけれ

ども、その中でも障がい者福祉手当を２０歳未満

の方にも支給してほしいという要望を受けており

まして、予算要望でも要望してきました。この条

例案が可決すれば大変歓迎されるものと思ってお

ります。 

  この説明資料の中で、手当の周知の方法につい

て、「あだち広報」、区のホームページとなって

おりますが、これだけではやはり新規対象者の９

２６人には届かないと思いますが、そのほか働き

掛けはどのようにしますでしょうか。 

○障がい福祉課長 こちらについては、施行が今回

お認めいただいた場合には、施行令和６年８月１

日ということを考えておりますので、４月から８

月の間には、各個別に通知の方も発送させていた

だきたいと考えております。 

○横田ゆう委員 是非通知をお願いしたいと思いま

す。 

  そして、やはり先ほど銀川議員からもありまし

たけれども、２０歳未満の方も支給されるという

ことで、一歩前進だと思いますけれども、ほかの

区を見てみますと一番多いところでは、身体障害

者手帳３級については、文京区が１万３，５００

円、愛の手帳４度が江戸川区で１万５，０００円、

精神障害１級では、千代田区・港区・新宿で１万

５，５００円になっております。 

  足立区は、やはり４，０００円ということでは、

他区と比較すると低いという状況ですので、やは

りこの平均値が出ておりますが８，０００円前後

こういったところにせめて他区並みに足をそろえ

てほしいと増額していただきたいというふうに思

いますが、いかがでしょうか。 

○福祉部長 この金額につきましては、確かにこの

表にしますと見劣りしている金額でございます。

これについては、検討はさせていただくのですけ

れども、別の報告案件で、今回障がい福祉の計画
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にも書かせていただいているのですが、これから

障がいのある方の重度化とか高齢化とか、親亡き

後ということで、地域移行というのが国からの方

針がございます。それに受けてのグループホーム

の整備とかそういったことが今課題にもなってい

るので、その整備費を誘導するための施策とか総

合的に考えまして、この手当額については検討さ

せていただきたいと考えております。 

○横田ゆう委員 そうですね。総合的に勘案してい

ただいて結構なのですが、やはり都内に住んでい

らっしゃるのにこのように他区との格差があると

いうのは、やはり問題だと指摘しなければいけな

いので、今後は、計画的に引き上げるようによろ

しくお願いいたします。 

○小泉ひろし委員 今４，０００円２０歳以下とい

うお話ありましたけれども、単純にこの数字だけ

見ると低いのですけれども、その対象人数という

のは、かなり累計で多い足立区の実態があるかと

思うのですが、一応確認でその数字がまず分かり

ますでしょうか。 

○障がい福祉課長 すみません。身体障がい者３級

と愛の手帳４度の方の対象者につきましては、お

よそ今回のこの２０歳未満が９１０人増えた場合

でいきますとおよそ３，９００人程度となる予定

でございます。 

○小泉ひろし委員 対象人数ですとか障がい者の皆

様への施策というのは、総合的に判断していかな

くてはいけないと思いますが、対象者も非常に多

いということで分かりました。 

  等級変更に伴う届出の変更なのですが、とかく

役所は、申請主義というか前から言われていたわ

けで、いろいろな分野で直接申請がいらないよう

になっておりますけれども、これ、届出要らない

よと区長が変更するものとしということなのです

が、そのプロセスというか手順は、どういうルー

トでそれを区は確認ができるのでしょうか。 

○障がい福祉課長 手帳の等級につきましては、変

更をした場合、手帳が東京都の方から等級変わっ

たという連絡・通知等が来ますので、その通知は、

実際に受けた所管の方で、システム上登録をして

おります。そのシステムを毎月定期的にチェック

をして、等級が変わって、その手当額の変更の対

象になっている方については、そのシステム上で、

こちら区の方で、金額の変更の入力をさせていた

だくというふうに考えております。 

○小泉ひろし委員 とかく受け取る側からしたら、

いつ入るのというか増えるのかという、そういう

関心が高いかと思うのですが、要するに都から通

知が来て、御本人のところには、どのぐらいの期

間後にそれが実施されるというか、その辺はつか

んでいるのでしょうか。 

○障がい福祉課長 手帳の交付の場合は、東京都か

らいわゆるその手帳の交付日というものが付され

て、区の方に送られてまいります。その交付日に

従って、その変更の日にちというのは決まります

ので、システムでは交付日、手帳の等級が変わっ

た日ということで入力されます。 

  実際の区民の方へのお支払については、もとも

と毎月のお支払ではなくて、４か月分を一度に支

給をさせていただいておりますので、変更があっ

た月が属する支払月になったときに変わった金額

が通帳に振り込みされるというふうになっており

ます。 

○白石正輝委員 保健福祉推進協で、区長から諮問

があったこの第９期の介護保険計画については、

先般答申を出したのですね。そのときの答申とし

ては、基本的には、各党の代表委員全員が賛成し

て答申を出した。その答申に基づいて、この議案

ができてきたわけですから・・・。 

○ただ太郎委員長 白石委員、今まず福祉手当の・・・。 
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○白石正輝委員 議案でしょ。 

○ただ太郎委員長 それ、次の介護保険料について

は、次の・・・。 

○白石正輝委員 議案が出てきたわけですね。です

からこの議案に対して、全党が反対するというこ

とは、もうまず考えられないのですけれども。た

だ問題は、ここ第１期から第９期まで・・・。 

○ただ太郎委員長 白石委員、その件は、次の議案

の審査であります。最初今１７号は手当の件なの

で。申し訳ございません。次のときにお願いしま

す。 

  ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 可決です。 

○小泉ひろし委員 可決で。 

○横田ゆう委員 可決です。 

○銀川ゆい子委員 可決です。 

○川村みこと委員 可決です。 

○ただ太郎委員長 それでは採決いたします。 

  本案は、可決すべきものとすることに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議ないと認め、本案は、可

決するべきものとすることに決定をいたしました。 

  次に、（２）第４１号議案 足立区介護保険条

例の一部を改正する条例を単独議題といたします。 

  なお、請願・陳情の審査のうち、５受理番号８、

５受理番号３４、５受理番号４２号、５受理番号

５１についてが本議案と関連しておりますので、

併せて質疑を行います。 

  請願・陳情の審査の際には、質疑は省略して、

各会派からの意見表明後採決を行います。また、

５受理番号４２号、５受理番号５１の陳情につき

ましては、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告いたします。 

○区議会事務局次長 ５受理番号４２の陳情につき

ましては、２月２２日付けで９７名の追加署名の

提出があり、合計で１５８名になりました。また、

５受理番号５１の陳情につきましては、２月２０

日付けで１，３９４名、３月１２日付けで１，１

８８名の追加署名の提出があり、合計で３，２９

６名になりましたので御報告いたします。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございました。 

  更に、報告事項（７）番について、報告事項（８）

番につきましても本議案と関連しておりますので、

併せて説明をお願いします。 

○福祉部長 それでは、福祉部の議案説明資料の９

ページをお開きください。 

  件名が足立区介護保険条例の一部を改正する条

例でございます。 

  この条例につきましては、第９期介護保険事業

計画、令和６年度から令和８年度におきます介護

保険料の内容につきまして、改正させていただく

ものでございまして、２に改正内容を記載してご

ざいます。 

  第１号被保険者の段階区分をこの度１７段階だ

ったものを１９段階に変更させていただくという

ことが１点。それから、２点目が介護保険料の第

５段階の基準額を６，７５０円、現行より１０円

低い金額とさせていただきまして、（２）の表の

とおり、第１段階から第１９段階までの年間の月

額保険料を定めるものでございます。 

  新旧対照表につきましては、１０ページから１

５ページを御参照いただきたいと思います。 

  施行年月日は、令和６年４月１日を考えてござ

います。 

  続きまして、福祉部の報告資料の１８ページを

お開きいただきたいと思います。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ６  

 

  件名が足立区高齢者保健福祉計画第９期介護保

険事業計画（案）についてでございます。 

  こちらにつきましては、内容として、１番の表

でまとめさせていただいておりますが、５章立て

のものになっておりますけれども、１章から４章

までが高齢者保健福祉計画、第５章が第９期介護

保険事業計画という構成でまとめさせていただい

ております。 

  この介護保険料の基準額につきましては、先ほ

ど説明させていただいたとおりでございまして、

この計画につきましては、介護保険条例の改正可

決をいただいた際には、３月末に介護保険の特集

号とそれからホームページの方に掲載を予定して

いるものでございます。 

  続きまして、１９ページでございますが、第９

期介護保険事業計画における介護保険料（案）と

いうことでございまして、話が前後して申し訳ご

ざいませんけれども、この報告案件につきまして

は、２月２０日に行われました足立区地域保健福

祉推進協議会から答申がございました。答申内容

について御報告をするものでございます。 

  １に、答申内容がございますけれども、第９期

介護保険料基準額の設定６，７５０円、（２）の

第９介護保険料所得段階区分保険料率につきまし

ては、別表２１ページの表のとおりでございます

が、これは、条例にそのまま記載させていただい

ている内容どおりでございます。 

  ３の表でございますけれども、８期、第９期の

介護保険料の増減要因、表でまとめておりますけ

れども、この度保険料が下げられた要因としまし

て、この七つの項目のうち４・５・６が関係して

おります国からの調整交付金の金額が３０億円見

込まれること。それから５番の１９段階まで多段

階化しますが、最高の料率を６．５倍まで引き上

げたこと。それから６番の予定しております保険

料の収納率を９８％まで引き上げるということを

含めまして、保険料設定をさせていただいている

ものでございます。 

  答申につきましては、２０ページ、２１ページ

を御参照いただければと思います。 

  御審議どうぞよろしくお願いいたします。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございました。 

  それでは質疑に移ります。 

○白石正輝委員 すみません。一つ前の議案だった

のですが。この４１号議案については、今話があ

ったように、足立区の保健福祉推進協に諮問があ

って答申が出たわけですね。その答申の出た全く

同じ金額で条例改正ということですから、当時の

審議会の中では、各党を代表した委員が入ってい

て、全員が賛成ということですから、反対する政

党はないかなというふうには思いますけれども、

ただ一つ大きな危惧は、予算委員会でただ委員長

も質問をいたしましたが、もしこの金額で、令和

６年、７年、８年と本当にできるのかと。という

のは、第１期この制度が始まってから今年で第９

期目ですけれども、９期の初年度までで、介護保

険特別会計は全体では約５倍になっているのです

ね、約５倍。ところが介護料というのは２倍にし

かなっていないと。この形でいくと非常にこの制

度を維持することが大変だろう。令和６年、７年、

８年でもし赤字というようなことになれば、基金

から借りなくてはいけません。そうなるとその３

年後には、絶対に第１０期のときに借りたお金返

さなくてはいけないのです。そうなれば介護料の

大幅値上げということも考えられるということで、

この金額については、本当にできるのかなあと思

おりますけれども、是非やってもらいたい。その

ためには、何が一番必要だと思いますか。高齢者

の数は自然増、絶対増えるのですから。そうなれ

ば何が必要ですか。 
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○介護保険課長 白石委員おっしゃるように、今後

の介護保険制度の維持ということは大変心配事か

と思います。ただ、区としては、やはり介護にな

らないように、まずは介護予防に注力していく。

元気な高齢者を増やしていくということが一番重

要であるというふうに考えてございます。 

○白石正輝委員 基本的には、例えば介護従事者の

待遇改善を絶対やらなければ、ますます介護従事

者が少なくなってしまう。保険があっても実際に

は介護に掛かれない。そういう状況になる可能性

は十分あるのですね。というのは、令和３年度で

すけれども、全国の平均賃金は年間で４５０万円

ぐらいなのです。ところが、介護保険に変わって、

介護保険従事者の平均年収というのは２００万円

代なのですね。３００万円台までいかない。取り

あえず希望等をもって、新卒の方が介護事業に入

っても例えば結婚する、子どもを産む。そういう

ことを考えるとこの仕事では食べていかれない。

どんどんやめてしまう。 

 私の知っている特養ホームなんかもそうですけれ

ども、大体１年で３分の１ぐらい辞めちゃう。３

年たつと半分ぐらいになっちゃう。だから、いつ

も人を集めるために仕事をやっている、こういう

ことになりかねない。そうすると介護従事者の給

料を上げる、給料を上げれば当然それは介護保険

に跳ね返ってくるわけですから、この金額ではと

ても維持するのは難しいと。だから私たち自民党

も他の党もそうですけれども、介護予防に相当力

を入れて、介護に掛かる人数を減らす。切るわけ

ではないですよ。切るわけにいきませんから、保

険があるのだから。ただ、介護に掛かる人数を減

らすためには、介護予防にどれだけ力を入れてい

くか。ここに掛かってくるのかなというふうに思

うのですが、福祉部長はどうですか。 

○福祉部長 白石委員の御指摘のとおり、介護予防

事業を相当しっかり取り組まないとこの先の第９

期だけではなく１０期以降の保険料についても相

当負担をお願いするような状況に事態になりかね

ないというふうな危惧を持ってございますので、

これまでも介護予防事業取り組んでまいりました

けれども、どちらかというといろいろなチェック

リストの中で、リスクの高い方に主に介護予防事

業を展開してきたというところを、もう区民総出

で介護予防に取り組んでいただけるように今後の

ポピュレーションアプローチという表現がいいか

どうかなのですが、区民全体として、その介護予

防に取り組んでいただくように今後福祉部として、

関わりのある団体にもしっかり取組をお願いしな

がら、地域の中でそういう機運が更に高まるよう

なことを第９期はしっかりと取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

○白石正輝委員 最後にしますけれども、今の福祉

部長の話にしても審議会の中での介護保険課長の

話にしても十分理解できるのですよ。ただ、問題

は、第１０期のとき、これから３年後に福祉部長

も介護保険課長もその席にほとんどいないはずで

すよ。だから、役所の流れとしては、これは仕方

ないにしてもいなくなる。そのときに次の部長、

次の課長にどういう形で伝えていくか。これが十

分に伝わっていなければ私が決めた話ではないの

ですけれどもという話になってしまう。だからこ

のことについては、十分に副区長、組織全体の問

題ですから必ずその引継ぎは十分にやるというこ

とについて、副区長、決意の方。 

○副区長 私も答申をいただいた推進協議会の方参

加させていただきました。そのときもやはり介護

予防がこれからの非常に重要なポイントになると

いうことでお話もいただいておりますし、今の福

祉部長が言ったように区民を挙げてというか、そ

の前に庁内を挙げて、区全体で正に介護予防の区
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民運動という形で、展開していくことが非常に重

要だと思っております。 

  この３年間、これからの３年間が一つ大きなポ

イントになりますので、庁内を挙げて、それから

区民の方を巻き込んだ運動として、介護予防を進

めていきたいというふうに考えております。 

○ただ太郎委員長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑はございますか。 

○横田ゆう委員 この第９期の介護保険料は、現在

の６，７６０円だったものを９月の中間報告で最

大で７，５６０円に引き上げる計画でした。この

中間報告に区民の皆さんが大変驚いて、物価高騰

の中、値上げなど考えられない、これ以上値上げ

しないでください、値下げしてほしいという声が

上がりました。パブリックコメントは６７４件、

ほかのパブリックコメントは多くても１０件ぐら

いです。これだけ区民の切実な願いであったこと

の表れだと思います。 

  この中で、介護保険料を値上げしないでという

意見が９割を占めていました。そしてまた、区議

会に今回介護保険料値上げをストップしてほしい

というこの署名が３，２９６筆集まった、届いて

いるということです。この声を真摯に受け止めて、

介護保険料の精査を重ねた結果、基準額１０円値

下げとなったものと受け止めておりますけれども、

どうでしょうか。 

○介護保険課長 公聴会やパブリックコメントなど

でいただきました介護保険料を引き下げてほしい

という多くの区民の方の声を聞きまして、こちら

も高齢者の生活を守っていく、また、高齢者の方々

の負担をできる限り最大限抑えていく、そういっ

た考えの下、進めてまいりましたので、そのよう

にこういった様々な多段階化ですとか基金を最大

限投入して抑えるということで、議論を重ねて、

このような金額での提案ということでございます。 

○横田ゆう委員 この基準額、第５段階というのは、

本人が非課税であっても世帯に課税者がいるとこ

の段階に入ってしまうという大変厳しい段階で、

ここが１０円の値下げになりました。そして、非

課税世帯は１００円から１１０円の値下げになる

ということで、これまで右肩上がりで上がってき

た、保険料上がり続けてきましたが、今回初めて

値下げとなったということでよろしいでしょうか。 

○介護保険課長 横田委員御指摘のとおりでござい

ます。 

○横田ゆう委員 これまでの質疑で、第８期の介護

保険会計においては、実績値が計画値を１６３億

円も下回り１８０円の値上げなどしなくてもよか

ったことを指摘してきましたが、第９期介護保険

会計については、このようなことはないでしょう

か。 

○介護保険課長 中間報告のときもそうでしたが、

本計画につきましても最大限皆様の意見を聞きな

がら精査をしておりますので、乖離については、

ほとんどないような形で、今のところは計画して

ございます。 

○横田ゆう委員 この基準額の値下げと非課税者の

値下げということで、１０万５，０００人の方が

値下げになります。１か月１００円の値下げとい

うのは、やはり物価高騰の中で大変歓迎するもの

です。 

 一方で、第６段階から１９段階までの方は、値上

げとなりました。その中でも第６段階、第７段階

の方、年間の合計所得が２３０万円未満の方、３

２０万円の方が４万人もいるということでは、物

価高騰の中では、楽ではないという声が寄せられ

ています。 

  具体例を言いますと、第７段階の方は、後期高

齢者医療保険が年間１５万円、そして、介護保険

料は９万円近くも取られている。税金と保険料で
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１割５分が取られていて、医療費の窓口負担もあ

る。若いとき一生懸命働いてきたのに老後も大変

だという感想を述べられています。 

  また、第６段階の方７０代の方ですが、年金が、

年間４０万円、そして給料が２００万円というこ

とで、税金が２万円という方ですが、この方介護

保険料も今回上がり、介護保険料じゃない。国民

健康保険料もかなり上がり、介護保険料も上がる

ということで、物価高騰もあり大変厳しいという

ような感想を言われています。 

  この声についてはどう考えますでしょうか。 

○介護保険課長 低所得者だけではなくて、課税の

方、多くの広く区民の皆様、物価高騰の影響は多

分にあるかと思います。ただ、こちらの段階につ

きましては、国の方でもまずは所得の高い方々が

低所得者の分の保険料を賄っていくというのでし

ょうか、助け合いの精神で、そういったことで、

国の方で１３段階までは、標準の料率を定めてお

りますので、基本的には、国の料率に合わせて、

ただ、横田委員おっしゃるように４段階と６段階、

また１２段階については、そうはいっても８期か

ら９期にかけて、上げ幅が突出してしまうところ

でもございましたので、そこは若干抑えまして、

配慮しているところでございます。 

○横田ゆう委員 配慮していただいていることは分

かりますが、やはりこの第６段階の方は、所得に

対する介護保険料の比率を計算しますと４％とい

うふうになります。値上げのする段階の方では、

最も高くなっているという状況です。ですから、

このような声をあるということをしっかりと受け

止めていただきたいというふうに思います。 

  そして、区の努力にもやはり限界があって、そ

もそも高くなる仕組みがあります。国は、介護保

険制度の導入時、介護保険会計における国費の負

担率を２５％に引き下げてしまいました。高齢者

人口が増えて、介護を受ける人が増えるに従って、

介護保険料は上がるに決まっております。例えば

これが国の国費を５％上げるだけで、介護保険料

は値下げできます。これを強く国に求めていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○介護保険課長 これまでも国に対しましては、国

の負担割合を引き上げることなどは、抜本的な制

度の見直しについては要望してきたところでござ

いますし、これから今後この制度を維持していく

ためには、国の方に強く要望してまいりたいと考

えてございます。 

○横田ゆう委員 やはりこのような国に対する不満

というのは、やはり区民も同様の感があります。

ここは、区民とともに声を上げていくべきと考え

ています。 

  そして次に、陳情も一緒ということですので、

今回介護報酬改定は１．５９のプラス改定となり

ましたが、訪問介護については２％から３％マイ

ナスということになったということで、これは重

大な問題だと思っています。 

  政府は、介護事業所は、高い利益率を上げてい

るということを根拠に引き下げました。しかし、

実際には４割近くの事業者が赤字だと分かってい

ます。区内の事業所に聞いても経営は大変厳しい

と聞いていますが、実態はどのように聞いており

ますでしょうか。 

○介護保険課長 足立区の介護事業者連絡協議会、

サービス連絡協議会の方々にお話を聞きました。

訪問介護に関しては、確かにマイナスの報酬改定

ということで出ておりまして、マスコミ等でも話

が出ていることは承知しております。ただ、具体

的に事業者の規模によって影響度も変わるので、

今ちょうど事業者が、どれぐらいの影響があるの

かというのを精査しているという状況でございま

したので、この状況については、随時各地区とし
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ても確認してまいりたいと思ってございます。 

○横田ゆう委員 是非御確認をお願いしていきたい

と思いますが、私の耳に入るところでは、非常に

厳しいということが聞かれております。 

  そして、もう一つは、ヘルパーの不足が大変深

刻だということを聞いています。利用者の希望ど

おりの日時に派遣できないということが度々ある

ということです。私の知り合いのヘルパーは、７

０代なのですが、ふだんは、つえをついて歩いて

いる方なのですが、家事援助としてはベテランな

ので、やめないでほしいと事業所に言われて、続

けているということで、本当に深刻な事態だと思

います。 

  やはり陳情の中でもプラス改定を求める意見書

ということも言われておりますけれども、やはり

訪問介護というのは、在宅介護の要になっている

とも言えます。この点で、意見書の提出を求めて、

いただきたいというふうに考えます。意見です。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑ございますか。 

○小泉ひろし委員 確認なのですけれども、地域保

健福祉推進協議会から答申を受けて、この数字を

出てきて、第５段階につきましては１０円値下げ

ということ、これはよかったと思います。次の１

０期については、本当に大変なことを予想される

ので、予防介護とか努める必要あると思うのです

が、問題は、今もありましたけれども６段階、７

段階の方、働いている方はよろしいですが、年金

で考えますと国民年金は御存じのとおりですし、

厚生年金入ったとしても、月１０万円ぐらいの収

入の中で、今回も若干ですけれども上がっていく

ということで、やはり負担感というか、それは上

位の段階では、もうはるかに異なるという部分で、

その辺のことを足立区だけの問題ではございませ

んが、やはり負担感これをどういうふうに階層分

けにするにしても分けていくかという部分は、い

ろいろな議論されたと思うのですが、もしその辺

の議論、どんな議論されたのかということと、今

後も課題として、国の方にも上げていっていただ

きたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○福祉部長 非常にこの料率決めるので悩みました。

いろいろ試算をしまして、なるべく上がる段階に、

特に低所得に近い方の上げ幅をなるべく抑えたい

という考えもございましたが、その基準額を基本

的には上げないことも加味しながらのぎりぎりの

調整がこの額ということでございます。これ以外

の区の方でも高齢者施策、様々やりながら所得に

かかわらず、支援があるような紙おむつの支給で

すとか、補聴器の支給とか、いろいろ他の施策も

動員しながら少しでも負担軽減できるように今後

も状況を把握しながら取り組んでまいりたいと考

えております。 

○ただ太郎委員長 よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  先ほど申し上げましたとおり、陳情につきまし

ては、請願・陳情の審査の際に意見表明を行うこ

とといたします。 

  それでは、第４１号議案について、各会派から

の意見を求めます。 

○白石正輝委員 可決です。 

○小泉ひろし委員 可決で。 

○横田ゆう委員 この条例案は、これまで右肩上が

りで値上げしてきた保険料を初めて値下げに踏み

切ったということ、基準額が１０円値下げし、非

課税世帯１０万５，０００人の方が値下げになっ

たという点では賛成します。しかし、第６段階、

第７段階で、決して所得の多くない課税者が値上

げになるという問題点を強く指摘しておきたいと

思います。可決です。 
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○銀川ゆい子委員 可決でお願いします。 

○川村みこと委員 可決でお願いします。 

○ただ太郎委員長 それでは採決いたします。 

  本案は、可決すべきものとすることに御異議ご

ざいませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議ないと認め、本案は、可

決すべきものとすることに決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退場］ 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、請願・陳情の審査に移り

ます。 

  初めに、（１）５受理番号８、（２）５受理番

号３４、（３）５受理番号４２、（４）５受理番

号５１以上４件を一括議題といたします。 

  本件につきましては、議案の審査の際、既に質

疑が行われておりますので、質疑を省略して、各

会派からの意見をお願いいたします。 

○白石正輝委員 これは、両陳情とも値上げをしな

いでくれという陳情なのですね。実際に第８期の

計画、第９期の計画を見ると値上げではなくて、

たったと言ったら怒られるのですが、１０円だけ

でも値下げをしたということですから、陳情の趣

旨は十分にもう達成できているというふうに思う

ので、本来ならば、不採択というのは変な形なの

ですが、できたら委員長努力していただいて、こ

こで、採択か不採択ではなくて、継続しておいて、

取り下げてもらえば一番ありがたいなというふう

に思います。継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 ４件とも継続ということで。 

○小泉ひろし委員 やはり願意は満たされたという

か、僅かですけれども満たされたので、ここで不

採択というのもおかしいものですから、その辺は、

また次回にしたいと思います。継続で。 

○ただ太郎委員長 全て継続ということで。 

○横田ゆう委員 やはり全て採択を求めるのですけ

れども、この介護報酬改定をプラス改定を求める

陳情とありますけれども、これについては、やは

りプラスにはなったのですけれども、先ほど質疑

しましたように、ヘルパー・事業所の介護報酬が

減らされるということで、この１点だけでも報酬

改定をするべきだと思いますので、意見書を上げ

るべきと思います。ですので全部可決です。 

○ただ太郎委員長 全て可決で。 

○銀川ゆい子委員 今度第９期から介護保険料が上

がるということがかなり懸念されてきて、このよ

うに陳情も挙げられていたのですけれども、今回

１０円引下げになるということで、願意は満たし

ているというところですけれども、引き続き継続

でお願いをいたします。 

○ただ太郎委員長 ４件とも継続で。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 それでは採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本４件は、継続審査とすることに決定をいたしま

した。 

  次に、（５）５受理番号９番を単独議題といた

します。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関何か変化はございますでしょうか。 

○保健予防課長 特に変化はございません。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に移ります。何か

ございましたらお願いします。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 これまでもオートレフラクトメー

ターの有効性は証明されておりますので、３歳で

異常が発見されなくても成長過程で変わることも

あります。就学前にも必要と思いますので、採択

を求めます。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 それでは採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は、継続審査とすることに決定をいたしまし

た。 

  次に（６）５受理番号２０を単独議題といたし

ます。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関何か変化はございますでしょうか。 

○衛生管理課長 特に変化はございません。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に移ります。 

  何かございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 現在の建設アスベスト給付金法で

は、大変不十分で、被害者の全員に給付金が支払

われることになっておりません。全員を救済する

ために給付金の改正を早期に行うことが必要です

ので、採択を求めます。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続で。 

○ただ太郎委員長 それでは採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は、継続審査とすることに決定をいたしまし

た。 

  次に、（７）５受理番号４９、（８）５受理番

号５０、以上２件を一括議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関何か変化はございますでしょうか。 

○親子支援課長 家族法改正につきましては、国の

法制審議会の部会で審議されておりましたが、１

月３０日に３７回の会議が行われまして、この改

正の要綱案と附帯決議が決定しました。そして、

その後２月１５日に行われました法制審議会の総

会に報告されまして、この要綱案と附帯決議が原

案どおり採択され、直ちに法務大臣に答申するこ

ととされました。 

  そして、直近の情報ですが、３月８日の閣議で、

法改正案を閣議決定しまして、今国会に提出する

とのことです。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございます。 

  それでは質疑に入ります。 

  何かございますでしょうか。 

○太田せいいち委員 今の御説明で、国の大きな方

向性は御説明いただいたのですけれども、特に足

立区の行政で、抱えそうなところということで、

この法案に関しては、子どもの権利を守るという

形で、大きな枠では進められていると思うのです

けれども、一方で、ＤＶから避難をしている母親
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ですとか、またお子さんもＤＶから避難している

ケースがあるかと思うのですけれども、その際に

ＤＶ親側から住民票の開示を求められた場合に、

手続上それは開示をしないでほしいということが

避難している親側から求められていた場合は、そ

こはストップしているとか、開示しないというこ

とになっていたかと思うのですが、その辺の手続

の確認をちょっと教えていただければと思うので

すが。この場でお答えいただける方というのはお

りますでしょうか。 

○副区長 戸籍住民課の方で、ＤＶ相談を受けて、

毎年登録された方については、システム的に御本

人以外は非開示にするというマークをシステムに

つけておりまして、例えば他の方が申請に来たと

きには、そこについては非開示するというシステ

ム的な対応を取っております。 

  その登録については、毎年ということなので、

数年前のところですと体今毎年１，０００名ぐら

いの方がＤＶの登録をされているという形になっ

ております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。セー

フティーネットとして、そういったところの運用

は大事かなというふうに思いますので、確認させ

ていただきました。 

  今のお話ですと１年に１回そこを更新というこ

となのですけれども、そこの頻度を上げていく必

要がもしかしたらあるかもしれないかなというふ

うに今ちょっと伺って思いましたので、その辺は、

こちらの部署で戸籍の方だとは思うのですが、そ

の辺は、また別途私ども確認させていただきます

が、進めていただければと思おります。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 ２件とも継続。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 ４９の別居や離婚後の親子をしっ

かりとサポートするために調査・研究に着手し、

公的支援体制、相談体制を充実することは必要な

ので、採択を求めます。５０も一緒ですよね。こ

の問題は、弁護士や専門家の間でも国民の間でも

議論が尽くされておりません。共同親権が人権侵

害を招かないように慎重な議論が求められている

と思います。 

  我が党は、離婚後共同親権は拙速に導入するの

ではなく、子どもの権利の立場から、親権そのも

のを見直す民法改正を行うべきだと思っておりま

すので、継続です。 

○ただ太郎委員長 ５０番は継続ということですね。 

○横田ゆう委員 はい。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 両方継続。 

○川村みこと委員 両方継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 それでは採決いたします。２回

に分けて採決をさせていただきます。 

  まず、５受理番号４９につきましては、継続審

査とすることに賛成の方の挙手を願います。 

［賛成者挙手］ 

○ただ太郎委員長 挙手多数であります。よって、

本件は、継続審査とすることに決定をいたしまし

た。 

  続きまして、５受理番号５０について、採決い

たします。 

  本件は、継続審査とすることに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議なしと認め、本件は継続
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審査することに決定をいたしました。 

  次に、（９）５受理番号５２を単独議題といた

します。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はございますか。 

○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 特に

変化はございません。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続で。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 継続です。 

○銀川ゆい子委員 継続でお願いします。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 これより採決いたします。 

  本件は、継続審査することに御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議なしと認め、本件は、継

続審査とすることに決定をいたしました。 

  次に、（１０）５受理番号５３を単独議題とい

たします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化がございますか。 

○感染症対策課長 特に変化はございません。 

○ただ太郎委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○白石正輝委員 継続。 

○小泉ひろし委員 継続で。 

○横田ゆう委員 継続でお願いします。 

○銀川ゆい子委員 継続です。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○ただ太郎委員長 これより採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 御異議なしと認め、本件は、継

続審査とすることに決定をいたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退場］ 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  （１）糖尿対策に関する調査についてを単独議

題といたします。 

  何か質疑はございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  次に、報告事項を議題といたします。 

  （１）から（６）及び（９）以上７件を福祉部

長から、（１０）から（１２）以上３件を足立福

祉事務所長から、（１３）以上１件を社会福祉協

議会事務局長から、（１４）から（１６）以上３

件を衛生部長から、（１７）、（１８）以上２件

を足立保健所長よりそれぞれ報告をお願いします。 

○福祉部長 それでは、福祉部の報告資料２ページ

をお開きください。 

  件名が足立区地域保健福祉計画素案及び計画策

定に係るパブリックコメントの実施についてでご

ざいます。 

  計画素案につきましては、別添の厚い資料にな
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ってございますが、この計画の中の基本的な考え

方、基本理念について、１に書かせていただいて

おります「つながり・認め・支えあう あんしん

のまち足立」という理念を設けさせていただいて

おります。 

  計画につきましては、３ページの３に表でまと

めさせていただいておりまして、７章立てになっ

ています。この中で、この基本理念実現のために、

最も重要な重点施策としまして、４章に掲げてお

ります重層的支援体制の整備というところを、こ

の福祉関係の各個別計画の中に反映させてほしい

ということで、この計画案素案をまとめさせてい

ただいております。 

  この重層的支援体制というのは、これまでも何

度か御説明しておりますが、属性、世代、そうい

ったことを問わない包括的な相談を実施すること、

また、地域社会で孤立化している方、その地域に

参加するための支援が必要な方につながりをつく

るための支援をすること、また、属性世代を超え

て交流できる機会とか場所を設けること、こうい

った包括的相談ですとか参加支援、地域づくりと

いうことを目指して取り組んでまいります。これ

を一つの共通課題として、実現に向けていくとい

うものでございます。 

  ★★にパブリックコメントの実施概要でござい

ますが、３月２５日から１か月間でパブリックコ

メントを実施する予定でございます。周知方法、

素案につきましては、記載のとおりの対応をさせ

ていただく予定でございます。 

  今後の方針としましては、このパブリックコメ

ントの内容を踏まえまして、計画を策定していく

ということで考えてございます。 

  続いて、４ページでございます。 

  国の住民税均等割の課税世帯等への新たな給付

金の事業の実施についてでございまして、１に５

点書かせていただいておりますが、この五つの給

付金について、現在事務を進めているところでご

ざいます。 

  ２にありますように、支給件数として３万７，

９００世帯を想定し、支給額については、３に書

かせていただいているとおりでございます。 

  ５ページの４にスケジュールをまとめさせてい

ただいておりますが、現在その１、２につきまし

ては、着金が始まっているという状況でございま

す。 

  申請期限についても記載のとおりになってござ

います。 

  ６ページをお開きいただきまして、相談事対応

につきましては、コールセンター申請相談支援窓

口をこれまでどおり設置をしてまいっております。 

  今後の方針としましては、一日でも早く区民の

方に支給できるように、ミスないように取り組ん

でまいります。 

  続いて、７ページでございます。 

  足立区障害福祉関連計画案についてでございま

して、こちらは、１の主な内容で、６章立ての１

冊の計画になってございますが、章で言うところ

の１から５までが障がい者計画としまして、令和

６年から６年間の計画。また、６の第７期障がい

福祉計画、第３期障がい児福祉計画につきまして

は、３か年の計画ということで、１冊の本として

まとめさせていただいております。 

  内容につきましては、別添の資料のとおりでご

ざいますが、この資料を作成した後にパブリック

コメントを実施しておりますのとそれから関係団

体へのヒアリングもしております。これにつきま

しては、８ページから１１ページにまとめており

ますので、御参照いただければと思います。 

  今後の方針ですが、地域福祉推進協議会、それ

から地域自立支援協議会の報告を踏まえまして、
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３月中に計画策定の予定でございます。また、障

がい者当事者の方が見て分かるような分かりやす

い版という概要版もつくる予定で考えてございま

す。 

  続きまして、１２ページをお開きください。 

  令和５年度第２回足立区医療的ケア児ネットワ

ーク協議会の実施報告についてでございます。 

  開催日時・場所については、記載のとおりでご

ざいます。 

  議事については、先ほど御報告した障がい福祉

関連計画これの策定状況と、それから１１月１２

日に行われました総合防災訓練での医療的ケア児

の避難訓練について、動画を交えて御報告したと

いう内容でございます。 

  意見については、５の表でまとめさせていただ

いておりますけれども、２の意見の③にあります

ように、避難先で町会の方とかスタッフの方に協

力をしてもらえるように、日頃からの障がい児・

障がい者の理解が非常に大事だという御意見を頂

戴しておりますので、それについて、今後どのよ

うに町会の方に理解をしていただけるかというこ

とも対策として検討し、実施をしていきたいと考

えております。 

  今後の方針としましては、災害時の対応につい

ての御意見もいただいておりますが、来年度区の

地域防災計画の見直しがございますので、その動

向を踏まえながらこの協議会にも御報告していき

たいと考えております。 

  次に、１４ページをお開きください。 

  心身障がい者福祉タクシー自動車燃料助成事業

の拡充案についてでございます。 

  こちらは、タクシー運賃やガソリン代の高騰を

踏まえまして、助成額を変更するものでございま

す。 

  ２の（１）にまとめておりますけれども、令和

６年度については、トータル４万２，０００円の

助成額に変更させていただきたいと考えておりま

す。 

  対象者、それから見積りについては、１５ペー

ジ３・４に記載のとおりでございます。 

  改定日は、令和６年４月１日を予定しておりま

して、予算案が可決されました後に３月末には助

成金の方を対象者の方に交付する予定で考えてご

ざいます。 

  続きまして、１７ページでございます。 

  日常生活用具ストーマ装具基準額改定でござい

まして、こちらも社会情勢の物価高騰に合わせま

して、基準額を改定するものでございまして、２

にまとめておりますように、消化器系のストーマ

については１万円、尿路系については１万３，０

００円に単価変更をさせていただく予定で考えて

おります。 

  ５の改定日は、やはり令和６年４月１日を予定

しております。 

  今後のスケジュールとして、この改定予算案を

可決いただいた後に、既に利用されている方に給

付券の送付を、これは４月に入ってからなります

が送付する予定でございます。 

  少し飛びまして、２２ページをお開きください。 

  足立区介護保険サービス利用料軽減事業案の新

規実施についてでございます。 

  こちらは、概要にありますように、これまでも

利用料の軽減策やっておりましたけれども、その

軽減率を２．５％から７．５％まで引き上げて、

実質１割負担だったものを３％負担にするという

ものでございます。 

  対象者、それから予算額、要件については記載

のとおりでございます。 

  こちらにつきましても２のスケジュールにあり

ますように、令和６年４月の利用分から適用でき
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るように準備を進めているところでございます。 

  私からは以上です。 

○足立福祉事務所長 それでは、お手元の福祉部か

らの報告資料２３ページをお開きください。 

  件名でございます。令和５年度足立区包括的就

労支援業務委託評価委員会の評価結果についてで

ございます。 

  今回のこの報告では、この事業者の業務実績、

実施状況を評価いたしましたので、その報告でご

ざいます。 

  まず、一番最初に評価結果といたしまして、５

０点満点のところ４４．５点、６割以上となった

ため、書面による要改善要望は行わないという結

果になっております。 

  そもそもこの就労支援事業の委託についてなの

ですが、これは、単にその仕事をあっせんするだ

けではなく、その仕事に向き合うまでの構えだと

か、準備の段階から支援をはじめ、そして、就労

した後も支援を行う、こういった包括的に寄り添

っていく、そういった就労支援となっております。 

  これは、くらしとしごとの相談センター、生活

保護を受給していないけれども困っていらっしゃ

る方、それから生活保護受けている方については、

福祉事務所が所管として、一緒になって一つの契

約として実施しているところでございます。 

  今回この契約につきましては、令和４年から８

年度まで５年間契約結んでおりますので、その途

中初年度ということで、今回評価をさせていただ

きました。 

  評価委員会日時、委員等につきましては記載の

とおりでございます。 

  ２４ページでございますが、評価方法につきま

しては、項目ごとに５点満点の配点で、それで委

員６名で平均値を取りまして、評価をさせていた

だきました。 

  １枚おめくりいただきまして、２５ページでご

ざいます。 

  委員からいただきました御意見でございますけ

れども、利用者からの声が聞くのが足りていない

のではないか、それから事業者からの意見ももう

少し聞いた方がいいのではないかというという意

見。それから就労支援の事業につなぐ人数をもう

少し増やす必要があるのではないか、こういった

意見をいただきました。 

  こういったところを踏まえて、今後の方針でご

ざいますが、アンケート実施について、事業者と

協議する、それからつなぐ基準というのをもう少

し明確にして、たくさんの人をこの支援事業につ

なげていきたいというふうに考えております。 

  ２６ページ以降は、この事業の実績数値につい

て、記載してございます。後ほど御覧ください。 

  続きまして、２８ページでございます。 

  令和５年度第１回足立区ひきこもり支援協議会

の開催結果についてでございます。 

  ひきこもりの支援事業につきましては、これま

でも足立区として、くらしとしごとの相談センタ

ーで実施してきたところではございます。しかし

ながら、実は、昨年度末来、家族会・事業者・区

との三者の会というこれまでなかなかそういった

情報共有の場がなかったという反省を踏まえて、

こういった場を設けさせていただきました。そし

て、何回も何回も議論したところ、やはり我々が

今まで気づいていなかった点だとか、いろいろな

人、いろいろな方から意見を聞いて、事業を進め

ていく必要があるということを判断いたしました。

そういったことを踏まえまして、今般このひきこ

もり支援協議会というのを立ち上げて、１２月に

第１回目として開催させていただきました。 

  今回のこの協議会の中では、二つ大きなテーマ

ございまして、このひきこもり支援について、足
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立区としてどうやって考えていくのか、これを皆

さんで協議してくださいということ。これは、３

０ページの方に資料として、こういった内容で、

区としては提示しました。これに対してもろもろ

意見をいただきました。 

  それからもう一つは、２９ページを御覧いただ

いて、支援メニューの拡充の進め方、支援のメニ

ューが今のままでいいのかと、どういった支援が

やはり求められているのかというところの意見を

もらいたいというところで、このあたりをこれを

どうやって決めていくのかというのを皆様から御

意見をいただいたところでございます。 

  今後の方針でございますが、区の基本的な考え

方を、いただいた意見を基に改めて作り直してお

示しする。それから令和６年度からの事業に当た

っては、こういった協議会の場で様々議論いただ

いた、意見を踏まえた事業展開をしていきたいと

いうふうに考えております。 

  続きまして、３２ページを御覧ください。 

  令和６年度に向けたひきこもり支援についての

報告でございます。 

  今その前で報告いたしました、ひきこもり事業

についてなのですが、今回追加の報告とさせてい

ただきました。というのも、今までひきこもり支

援を受託していたＮＰＯ法人の方から、令和６年

度は人員が確保できないからということで、令和

６年度契約は難しいということを１月に申出があ

りました。それを踏まえて、急遽あとの事業を継

続できる事業者を探しました。 

  今般この６年度受けていただける事業者が見つ

かりましたので、見つかったというか適正だとい

うふうに考えましたので、今回契約をさせていた

だくということの報告でございます。 

  これに伴いまして、表１のところで、事業者が

変わります・利用日時が変わります・支援場所が

変わります、こういったところが若干変わること

になります。 

  我々としては、今の支援事業をマイナスにする

ことなく引継ぎたかったのですけれども、なかな

か急遽決めたところではございますので、やはり

先方の事業者の都合も加味しながら、現在４月か

らスタートすることで協議を始めているところで

ございます。 

  ３３ページを御覧ください。 

  今後のスケジュールといたしまして、まずは、

支援の場所を今くらしとしごとの相談センターに

４月から仮置きするのですけども、その仮置きを

早く、ちゃんとした本格的な拠点を探して、そこ

に移して、事業を本格的に開始したいということ

を今検討しているところでございます。 

  先ほどの支援協議会の中でいただいた御意見も、

これからは、その意見をこの事業に落とし込んで

いくためには、やはり事業者と密に連絡を取り合

って、皆さんが考えていらっしゃるようなことを

様々事業化して、ここに落とし込んで、新たな事

業に展開していきたいというふうに考えておりま

す。 

  私からは以上でございます。 

○社会福祉協議会事務局長 資料３４ページをお開

きください。 

  私からは、令和６年度足立区社会福祉協議会の

収支予算及び重点的な取組について、報告させて

いただきます。 

  収支予算でございますが、先に提出いたしまし

たこのピンクの冊子の中に事業目的・事業計画及

び予算額掲載されておりますので、こちらの方を

御覧ください。 

  重点的なこの取組でございますが、来年度令和

６年度は、社会福祉協議会が創立して７０周年と

いう記念の年になりますので、それを記念しまし
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て、ホームページをまずリニューアルをさせてい

ただきます。そして、広報を強化させていただい

て、その中で３５ページでございますが、災害時

の支援体制を更に強化させていただく。できる限

り地域の方々からの寄附を募りまして、その寄附

を実質災害の支援物資、例えばスコップですとか

発電機ですとかリヤカーですとかそういうものを

現物で寄附していただくという方向性を施行して

いこうと考えてございます。 

  また、地域活動でございますが、ふれあいサロ

ンサロンの立ち上げのほか、先ほど話した会費寄

附金につきましても、おととし遺贈という形で、

寄附をいただきましたので、今後その遺贈という

形での寄附金の方向性をきって、ファンを増やし

て遺贈という形での寄附を増やしていこうという

考えでございます。 

  私からの報告は以上でございます。 

○衛生部長 では、お手元の衛生部の厚生委員会報

告資料を御覧ください。２ページです。 

  件名は表記のとおりです。 

  足立区第３期データヘルス計画、第４期特定健

康診査実施計画の案に関するパブリックコメント

の実施結果についてですが、令和５年１２月２５

日から約１か月間パブリックコメントを実施し、

３ページにございますように、３件２名の方から

御意見をいただきました。これらについては、計

画に反映し、追記してまいります。 

  また、これらをまとめまして、第３期データヘ

ルス計画、第４期特定健康診査実施計画案を作成

いたしました。こちらについては、タブレットで

は７番の資料、お手元であればこちらのデータヘ

ルス計画を見ていただきたいのですが、ページと

いたしましては、５５ページ、５６ページを御覧

ください。こちらが全体の概要になります。 

  今回、七つの課題がございました。 

  例えば、課題の２、特定保健指導の終了率が低

い。これらにつきましては、今後健診の結果を見

たときに、その場で指導をしていただける早期保

健指導の実施医療機関を増やしてまいります。 

  また、課題の４、糖尿病や高血圧などの予防が

可能な疾病によって、医療費が引き上げられてい

る可能性がある。こちらについては、重症化予防

対策を継続してまいりますが、特に慢性腎臓の指

標である尿たんぱくやｅＧＦＲなどの項目を見な

がら、人工透析予防対策を強化してまいります。 

  更に、課題の７に上げておりますが、効果的な

介護予防事業のために、高齢・介護部署への健康・

医療情報の提供と活用策の提案を行い、連携を強

化する必要がある。こちらについても、今後レセ

プトの分析結果などをそれぞれの部署に提供し、

施策なども活用策を提案してまいります。 

  こちらについては、本日の厚生委員会終了後、

いただいた意見を取りまとめ、策定を進めてまい

ります。 

  続いて、衛生部の報告資料４ページを御覧くだ

さい。 

  健康あだち２１第三次行動計画パブリックコメ

ント実施結果についてでございます。 

  こちらについては、２名の方から３件のパブリ

ックコメントをいただき、いずれもたばこに関す

るものでした。こちらについては、事業者などが

禁煙を強く推し進めるのではなく、そういったと

ころに配慮もお願いしたいという内容でございま

したので、この計画に反映するというよりは、禁

煙の正しい知識について、十分な情報提供をした

上で、受動喫煙防止対策に重点を置いた取組を考

えていくことや禁煙したい人への治療支援や特に

子どもや妊婦の健康を守るための受動喫煙対策を

進めていくという内容を区の考え方としてまとめ

ほか、あと喫煙所などを設置してほしいという件
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につきましては、別途足立区公衆喫煙所設置要綱

の方で進めていくことを回答する予定でございま

す。 

  こちらの計画ですけれども、タブレットでは８

番の資料になります。お手元の資料では、こちら

の健康あだち２１第三次行動計画の１３ページを

御覧いただきたいと思いますが、こちらは、主に

糖尿病対策の取組になりまして、今までの野菜を

食べやすい環境づくり、子ども・家庭の望ましい

生活習慣の定着、次のページになりますが、糖尿

病の重症化予防に加えて、今回からは四つ目の柱

として、働き世代の健康づくりを対策の柱と掲げ

て進めてまいります。これは、今までもお話があ

りましたが、若い世代の方が肥満であったりとか、

血液検査の結果がよくないということがございま

すので、若い多くの方は働いていらっしゃいます

ので、健康経営などの手法を使いながらアプロー

チするとともに、運動習慣の定着なども進めてい

くという内容です。 

  また、２６・２７ページにも糖尿病以外のとこ

ろで進める健康づくりが示してございまして、こ

ちらは、飲酒のことですとかロコモティブシンド

ロームなども挙げておりますので、また後ほど御

覧いただきたいと思おります。 

  続いて、報告資料の６ページを御覧ください。 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業の進捗状

況になります。 

  こちらは、３月３日現在、お手元の資料はなっ

ておりますが、３月１３日現在の数字を報告いた

します。 

  まず、接種の総計は現在１５万８，９９２回と

なりました。それに伴い、パーセントは２３．０％

です。いずれも国や東京都より高まっております。 

  また、接種費用につきましては、国から今標準

的な接種費用７，０００円が示されておりますが、

こちらは、今後東京都・東京都医師会特別部の方

で、具体的な接種費用を定めていく予定でござい

ます。 

  ３点目、７ページですけれども、予防接種後健

康被害救済制度の運用状況についてです。 

  こちらは、予防接種を受けた方、健康被害が生

じた場合、その被害が予防接種を受けたことによ

るものと厚生労働大臣が認定したとき、それに基

づく給付が行われるものです。 

  （１）の表にあるとおり、今まで９回の委員会

を開催し、申請内容、①は医療費についてですが、

４０件のうち２１件が認められ、８件が否認され、

現在審査中が１０件。死亡については６件の申請

があり、１件認められ、２件否認となり、審査中

が３件です。 

  なお、明日、自治体向けの説明会が開催されま

す。新たな情報が出てまいりましたら、また随時

報告いたします。 

  私からは以上でございます。 

○足立保健所長 厚生委員会報告資料、衛生部を御

覧ください。８ページです。 

  私からは、まず足立区における新型コロナウイ

ルス感染症発生状況等について報告いたします。 

  まず、１の発生状況の（１）区内発生状況につ

いてですが、週ごとの発生ですが、お手元の資料

では、第８週の足立区６．１６、東京都５．３と

いうところまで書かせていただいておりますが、

最新の第９週ですが、足立区が４．４２、東京都

４．６６と更に減少しております。下のグラフの

ように、第１０波がこのピークを過ぎて減少して

いることが見られます。 

  続きまして、９ページ、区内年齢別内訳を御覧

ください。 

  比較的活動量の多い世代の患者が引き続いて多

い状況となっております。 
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  今後も医師会や医療機関との情報共有を図って

まいります。 

  続きまして、２．抗原検査キット購入費用補助

事業の実施状況についてです。 

  ５類移行後、実施している事業ですが、今回３

月１７日で終了を予定しております。対象を１０

月１日から６歳以上の区民に拡大しておりまして、

現在１０９薬局、累計販売個数は２万７３７個と

なっております。 

  続きまして、１０ページ、５類移行に伴う区民

等への支援策の段階的な移行についてです。 

  （１）は国の事業、（２）は区の事業で終了す

るものを書かせていただいております。今後継続

する支援策ですが、（３）区独自事業で当面の間、

継続する支援策として、発熱電話相談センターに

おける電話相談対応の人数を縮小して継続する予

定です。 

  今後も区医師会と継続的に情報共有を行って、

協議をしていきます。 

  続きまして、１１ページを御覧ください。 

  件名、足立区感染症予防計画中間のまとめ（案）

パブリックコメント実施結果についてです。 

  パブリックコメントは、本年１月１日から１月

３０日に行いまして、意見は５名７件出ておりま

す。いただいた意見に対する区の考え方は、１２

ページを御覧ください。 

  予防計画案については、タブレットでは０９の

資料、別冊資料でもお配りしておりますので、そ

ちらを後ほど御覧ください。 

  今後都の予防計画の確定後、整合を図り、区の

予防計画を策定する予定で、時期としては４月を

予定しております。 

  私からは以上でございます。 

○ただ太郎委員長 ありがとうございました。 

  それでは質疑に移ります。 

  何か質疑はございますでしょうか。 

○太田せいいち委員 まず、足立区障がい福祉計画

についてお伺いさせていただきます。 

  こちらは、団体ヒアリングの結果の方を拝見さ

せていただきました。資料で１０ページのところ

ですね。特に４番・５番のところで、強度行動障

がいについての意見が団体から出ているかという

ふうに思います。今後ここは、早急に現状を調査

して、対応策、支援策構築については、スピード

感を持って取組ますということで、区の考え方を

示されております。 

  強度行動障がいのお持ちの当事者の御家族の方

がなかなかこの支援の手が行き届いていないとい

う現状で、非常に切迫感を持っていらっしゃる方

多いかなというふうに思いますので、まずこの辺

のスケジュール感どのような感じで考えていらっ

しゃるのか、教えていただけますでしょうか。 

○障がい福祉課長 こちら今回の計画で、国から新

しく示された部分でございまして、まず、区とし

ましては、来年度令和６年度にこういったニーズ

の把握等を行い、その後聞き取った内容に合わせ

て、どのような形で区の方で支援ができるかとい

うところを含めて考えていきたいと思っておりま

す。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。特に

区民のニーズに合わせるというところも大事だと

思いますが、強度行動障がいをお持ちの方の悩み

というのは、共通する部分もあるかと思います。

全国で様々な事例あるかと思いますので、並行し

て、そちらの調査も是非進めていただければなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いします。

要望です。 

  続いて、医療的ケア児ネットワーク協議会の開

催に関して御質問させていただきます。 

  今回の協議会での報告内容の中に、福祉避難所
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への開設訓練と医療的ケア児の移送受入れ訓練と

なって、そちらの報告があったというふうに伺っ

ております。特に動画を交えて報告があったとい

うことなのですけれども、まず、簡単なところで

動画というのは、私どもも拝見させていただくこ

とは可能でしょうか。 

○障がい福祉課長 こちらの動画につきましては、

実際にこの当日に医療的ケア児の御家族の方の訓

練、アシストの方で行った避難訓練だったのです

けども、そちらに来ていただいたいただいたもの

を職員が一緒に付き添って、簡単なそのとき携帯

電話のカメラを使って撮ったのですけれども、す

みませんが、それをどこまで公開できるかについ

ては、その御家族にもまた確認して、できるだけ

多くの方に見ていただけるようなところができな

いかというのを確認したいと思います。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。是非

どういう状況で行われたのかとかもこの目で確認

させていただきたいと思いますので、可能であれ

ば是非検討をお願いしたいというふうに思います。 

  この避難訓練というのですか、受入れ訓練です

か。どういった想定で行われたのか。水害なのか

震災なのか。その辺を教えていただけますでしょ

うか。 

○福祉管理課長 こちらは、水害時の個別避難計画

に基づく避難訓練で実施をしたものでございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。水害

の方が想定が事前の計画が立てやすいということ

で、まずは、そこを行われたということだと思い

ます。 

  一方で、報道とか目にしますと広島の方で震災

想定の避難訓練を実施したという報道を目にしま

した。なかなか想定は難しいと思うのですけれど

も、やはり一定の想定を仮置きして実施したとい

うことで聞いております。震度５か６ですか、６

強で停電が起きるという想定でやっておられまし

た。停電が起きると特に呼吸器を必要とされてい

るお子さんにとっては、重大な問題になりますの

で、バッテリーを運ぶにはどうしたらいいのか、

そのバッテリー運ぶにはどれぐらいの人が必要な

のかといったことの検証ができるというようなこ

とがあったというふうに伺っております。 

  今後段階的にそういったところの検討もされて

いくかと思うのですが、是非難しいところである

と思うのですけれども、引き続きそちらへの対応

も検討いただければなというふうに思おります。 

  これについても要望です。 

  すみません。今回タブレット見ないと資料がい

っぱい更新されたので、タブレットにメモしてい

るので、すみません。足立区包括的就労支援業務

評価委員会の評価結果についての関連する質問で

す。 

  評価内容については、非常に高い点数ですので、

そこに関しては特にないのですけれども、実績値

の数字が２６ページ・２７ページに出ております。

まず、簡単なところで、２７ページの数字の見方

が分からないところがありまして、（３）の就労

実績ですね。就労者数は目標に対して、実績は、

例えば６０・４０に対して３８０達成してないと

思うのですけれども、就労率で見ると目標４０％

に対して実績５２で達成しているような形になっ

ていて、この数字の見方が分からなかったので、

どなたか御説明いただけますでしょうか。 

○足立福祉事務所長 就労率、就労支援を行っても

なかなか就労に結びつかない方もいらっしゃるの

で、当初から１００％ではなく、例えば１００人

紹介はしたけれども就労に結びついたのが何人か、

この率を目標としては４０％、でも実績は５２％

からが就労に結びついた、そういった表でござい

ます。 
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○太田せいいち委員 そうすると正しい目標と実績

ということだと人数は達していないのですけれど

も、パーセントが達成しているように見える、ち

ょっとここが分からなかったのですけれども、そ

の部分何か説明可能でしょうか。 

○足立福祉事務所長 すみません。よく精査して、

後ほどお伺いさせて、説明させていただきます。 

○太田せいいち委員 ここは数字の確認ですので、

後で教えていただければと思います。 

  関心事は、この一番下のところ、離職者の状況

で、５０名離職者がいて、再支援をしていただい

た方４５名いて、再就労できた方が２４名という

ことは、結果的に再就労できなかった方が２１名

いらっしゃるかと思うのですけれども、この辺の

原因というのは、主にこれはやはり健康状態とか

病気というふうに想像はしているのですけれども、

その辺もし分かっていたら教えていただけますで

しょうか。 

○足立福祉事務所長 様々課題を抱えていらっしゃ

る方おりまして、一つには病気だとか、やはりな

かなか仕事に結びつかない、生活習慣が改善され

なかったとか、いろいろ様々要因がございますが、

病気はかなりあったというふうに聞いております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。そう

なってくると就労に当たっては、やはり健康とい

うか病気の解決ということが必要になってくるか

と思います。 

  本日も重層的支援ですとか、それから来年度の

区の方針でも福祉まるごと相談課等で重層的な対

応をしていくということになっていますので、こ

こがしっかりつながっていくことを、今もやって

いただいていると思うのですけれども、今後更に

強化して、つないでいただくようにお願いしたい

というふうに思います。 

  最後ひきこもり支援について、絞ってお伺いし

ます。 

  特に来年度、運営体制というか担っていただい

ていた事業者が変わるというところで確認なので

すけれども、今までひきこもりの方の居場所とし

て、フリースペースわかばがあったかと思うので

すけれども、こちらが取りあえず業者が変わった

ことによって、一時的に居場所としてはなくなる

というか、今後模索するということでよろしかっ

たでしょうか。 

○くらしとしごとの相談センター長 ひきこもりの

居場所についてなのですけれども、今回事業者が

変更することにより、今、太田委員おっしゃって

いるわかばですか、それがなくなるわけではなく

て、あくまでもセーフティーネットあだちでもと

もと構えていた居場所が一時的になくなってしま

うということになります。 

○太田せいいち委員 居場所としては、継続して利

用できるという理解でよろしいわけですか。 

○くらしとしごとの相談センター長 そうですね。

太田委員御発言のとおり、ほかにも居場所がござ

いますので、様々な居場所を活用しながら、今、

新たな場所を探し、そこでは居場所を設置する予

定で考えてございます。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。予算

特別委員会の方でも訴えさせていただきましたが、

引き続き居場所の支援への拡大に向けて、御協力

いただければと思います。 

  以上です。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

○銀川ゆい子委員 まず、足立区障害福祉関連計画

で、お伺いさせていただきたいと思います。 

  相談支援事業所の数の目標のところなのですけ

れども、前期の目標も５０か所、今回も５０か所

ということで、変わらないまま目標数となってい

ます。前期においては、令和元年のときに２８か
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所で、令和５年度になって３１か所。３か所増え

たということなのですけれども、たった３軒とい

う見方もできるわけでして、予算委員会のときに、

その数を増やしていくと同時に質を上げていくこ

とも大事にしていかなくてはいけないという御答

弁をいただいていたところなのですけれども、そ

ういうことも併せて考えたときに、なかなかその

５０か所というのは結構ハードルが高いのかなあ

というふうに思いまして、今回前年度の前期の目

標を受けて、今回もその目標値を見直すことをし

なかった、その同じ目標数にした理由というのを

教えていただければと思います。 

○障がい福祉課長 こちらについては、たしか目標

ということで、実現可能な数字という形を載せる

ということも考えたのですけれども、やはりこの

部分非常に重要と考えておりますので、区の決意

というところで、きちんと増やしていかなければ

いけないというところで、ちょっと高めの設定の

方をさせていただいております。 

○銀川ゆい子委員 ありがとうございます。区の決

意というところで、高い目標値を掲げていただい

ているというところは、非常にありがたく感じま

した。この５０というのが必要だと感じて、これ

の数にしていると思うので、是非近づけていける

ように引き続き頑張っていただきたいと思います。 

  次に、心身障がい者福祉タクシー券についてお

伺いさせていただきたいと思います。 

  福祉タクシー券の個人の利用率というのは、区

で把握はしていらっしゃるのでしょうか。 

○障がい福祉課長 いわゆる金額ベースですけれど

も、およそ６５から７０％の間程度というふうに

把握しております。 

○銀川ゆい子委員 ６５％から７０％の方というこ

とで、全て使い切る方が多いのか、それとも使い

切らずに残ってしまう方が多いのか。そのあたり

はいかがでしょうか。 

○障がい福祉課長 申し訳ありません。そこの細か

い数字までは把握していないのですけれども、ア

ンケートでは、やはり足りないというか少ないと

おっしゃっている方が６０％を超えておりますの

で、その程度の方はやはり使い切っているのでは

ないかなと思っております。 

○銀川ゆい子委員 予算要望でも障がい者団体の方

から毎年のように助成額を上げてほしいというふ

うにご要望いただいていたので、今回値上げして

いただけるということで、とてもよかったと思い

ます。しかし、今回２３区平均を見てもまだ下回

っていて、資料にもあるように２３区内で２番目

に低い金額というところなので、今後の足りない

という方が多いというところもありますし、使用

状況や様子を見ながら今後更に拡充を期待してい

るのですが、そのあたりの区の考えをお聞かせい

ただければと思います。 

○障がい福祉課長 こちらにつきましては、やはり

まだ実際には、３割近くの方々が使い切っていな

いというような先ほどの利用率のところもござい

ますので、様々な他区の状況も含めて事情を検討

して、今後の金額については考えていきたいと思

います。 

○銀川ゆい子委員 是非よろしくお願いいたします。 

  次に、ひきこもりの方々の支援についてお伺い

をいたします。 

  人によって差はあると思うのですけれども、ひ

きこもりの当事者の方は、どのぐらいの頻度でこ

ちらの施設や支援を利用しているのか教えていた

だければと思います。 

○くらしとしごとの相談センター長 銀川委員おっ

しゃるように、様々な頻度ではあるのですけれど

も、おおむね当事者の方は、月に１回・２回程度

利用される方が多いです。 
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○銀川ゆい子委員 今まで青少年自立援助センター

というところが担っていたということなのですけ

れども、今回そこが人材不足で運営・継続が厳し

いということで、江戸川区でひきこもりの支援事

業を委託しているキズキという会社が急遽委託先

となりました。江戸川区は、ひきこもり支援の先

進自治体で、そこを担ってくれているキズキが足

立区においても担ってくれるということは、もう

大変心強く思っているのですけれども、これまで

週６日だったものが週５日になって、土曜日も休

日となりました。 

  お話を聞くともキズキも人材不足ということで、

キズキの希望を受け入れた形となるのですけれど

も、ひきこもり支援事業において、日時の縮小は、

先ほど月１回、２回というところで、恐らく大丈

夫ではないかというふうに思っているところなの

ですけれども、利用者に影響が出ないように万全

のサポートで、区としてはやっていただけるとい

うことでよろしいですよね。 

○くらしとしごとの相談センター長 今回運営体制、

緊急な対応をさせていただき、御不安を与えてし

まい申し訳ございません。 

  私どもとしても一番大事なのは、利用者の方々

が混乱だとか不安を可能な限り軽減すると、それ

を目標に円滑な事業引継ぎをやらせていただきた

いと思っていますので、その方針のまま行動させ

ていただきたいなと思っています。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

○横田ゆう委員 介護サービス利用料の軽減につい

て質問します。 

  我が党は、これを繰り返し求めてきましたが、

本人負担が３％になるということでは、大変助か

ると思うのですが、対象となる介護サービスの種

別は何になりますでしょうか。 

○介護保険課長 こちら生計困難者の軽減制度と同

様の対象としておりまして、こちら事業所は、通

所介護、訪問介護など多岐にわたる事業所が対象

になってございます。 

○横田ゆう委員 分かりました。それで、方法なの

ですけれども、２３区で１０区ほどやっています

けれども、どのような方法で利用者には軽減され

るのか。どのような方法でということです。 

○介護保険課長 この利用料の軽減なのですけれど

も、今後４月の利用分の実績が大体６月末頃に出

そろう予定でございます。その後に９月頃高額介

護サービス費の支給というものがございます。そ

の時期に合わせて、支給をさせていただきたいと

思っておりますので、まずは、６月下旬から７月

にかけて、該当の方に通知を送って、申請いただ

いた後に９月以降順次毎月支払っていくというこ

とを想定してございます。 

○横田ゆう委員 後から振り込まれるという制度に

なるということですね。分かりました。 

  それから次に、コロナが５類になって、段階的

に様々な対策が減ってきておりますけけれども、

区では、４月から高齢者施設・障がい者施設のＰ

ＣＲ検査の助成がなくなるということでしたが、

この間ＰＣＲ検査助成は、申請ベースで何人くら

い幾ら支出していますでしょうか。 

○介護保険課長 介護事業所に対するＰＣＲ検査の

費用補助でございますが、こちら２月末時点では、

延べ５，３６９人分の金額としまして８，１０８

万１，０００円分の申請をいただいておりまして、

こちらまず交付申請いただいておりますので、実

際使った分をお支払するということで、順次進め

ているところでございます。 

○障がい福祉課長 障がい者の施設につきましては、

２月末までで延べでいくと１，０７９名の方に交

付決定をして、金額としては４５６万円余となっ

てございます。 
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○横田ゆう委員 現場の方の方から大変助かるとい

う声を聞いています。私の知り合いの施設の職員

もつい最近なのですが、職員を含めて５人以上コ

ロナになったというふうに聞いています。コロナ

感染は、まだ終息していないと思います。この間

の直近３か月の施設の陽性者は何人だったか、報

告した件数しか分からないと思いますけれども、

教えていただけますか。 

○介護保険課長 直近３か月ということですが、ま

ず１２月ですと区の方に報告があったものだけで

すが、職員・介護事業所の従業員と利用者合わせ

て７５人、また１月は１４５人、２月は１６１人、

３月１３日現在ですが、３月中は５６名の陽性の

報告が来てございます。 

○障がい福祉課長 障がい者の施設につきましては、

直近３か月ですと２月に１事業所から１４名のコ

ロナへの感染ということで報告を受けております。 

○横田ゆう委員 １施設で１４名出たということで

すか。 

○障がい福祉課長 はい。こちらに報告をいただい

ているものとしては、そのような状況となってお

ります。 

○横田ゆう委員 やはりコロナは終息しているとは

言えない状況だと思うのです。やはり東京都の方

もこの助成支援を打ち切っておりますので、やは

り施設は、困ってくると思いますので、継続して

この制度引き続きやっていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○介護保険課長 まず４月以降感染症や物価高騰な

どの影響も踏まえて、介護の報酬改定が行われる

予定でございますので、現時点では継続する考え

はございません。 

○横田ゆう委員 やはり報酬が上がったとしても大

変厳しい経営を強いられているというのが実態で

すので、是非検討をお願いしたいと思います。 

○ただ太郎委員長 ほかに質疑はございますか。 

○川村みこと委員 よろしくお願いします。 

  まず初めに、データヘルス計画について伺いた

いと思います。 

  当計画の３７ページなのですけれども、この計

画自体は私も別にいいかなというふうに思ってい

るのですけれども、この３７ページの２段落目の

ところに腹囲５ｃｍ未満の範囲に最も多くの該当

者が含まれているというふうにあります。これは

１回認識として、確認させていただきたいのです

けれども、男性であれば８５ｃｍから５ｃｍ未満

の方、女性であれば９０ｃｍから９０ｃｍ未満の

方、９０ｃｍから５ｃｍオーバー未満の方がこの

数字だというふうな認識で合っていますでしょう

か。 

○データヘルス推進課長 はい。川村委員おっしゃ

るとおりです。 

○川村みこと委員 私、ニュースでも数日前に出て

おりましたけれども、女性のこの腹囲の基準が７

７ｃｍに変わるかもしれないというふうなお話が

出ておりました。これを見ますと７７ｃｍに変更、

もし本当になりますとすごく多くの方が更にこの

保健指導の対象に含まれるのではないかというふ

うに思うのですけれども、区としての、その後に

まずニュースなど認識されておりましたか。 

○データヘルス推進課長 そういった情報があると

いうことは承知しておりますが、今後の動向につ

いては、注視していきたいと考えております。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。 

  認識いただいていたということですので、是非

今後の動向を注視していただきたいなというふう

に思うのです。 

  先ほど介護保険料の話でもありましたけれども、

健康寿命を延ばして、保健の指導ですとか検診に

力を入れていくことは、本当に重要だなというふ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２７  

 

うに思うのですけれども、こうやって基準が厳し

くなることによって、保健指導の対象者もどんど

ん増えていってしまうのかなというふうに思いま

す。また、その指導に対してでも費用も掛かるか

と思いますので、是非今後を見据えて、御検討を

お願いしたいというふうに思っております。 

  続きまして、ひきこもり支援の件、ほかの委員

からも質問出ておりましたが、私も質問させてい

ただきます。 

  このひきこもり支援、今回事業者が変更になる

ということなのですけれども、区のホームページ

を拝見しますと場所や受付日時が変わるというこ

とについて、もうあと２週間というところに迫っ

てるかと思うのですが、ホームページに情報が出

ておりません。このあたりの周知どのような計画

でしょうか。 

○くらしとしごとの相談センター長 川村委員御発

言のとおり、現在のところまだ情報発信として、

リリースはしておりません。今回議会で御報告さ

せていただいたことを受けて、今後ホームページ

等々で、この変更の旨を区に発信していきたいと

思っています。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。今、相

談いただいている方への周知は、これはどのよう

に進めていく計画でしょうか。 

○くらしとしごとの相談センター長 現在の利用の

方々への周知ですけれども、この３月中に現事業

者、あるいは、キズキ新しい事業者と区この三つ

どもえで事前に通知等々お渡ししながら、場合に

よっては、直接お話しさせていただきながら、事

前の説明は徹底していきたいなと思っています。 

○川村みこと委員 これは、千住のほかの建物にな

ったのだったら、あちらに変わりましたというの

を出しておけばまだ済むかと思うのですけれども、

全く場所が違うということで、これは、是非周知

をお願いしたいと思います。 

  利用者の方なのですけれども、この割合として

は、本人が多いのか、家族が多いのか、割合を教

えていただけますか。 

○くらしとしごとの相談センター長 およそ４対６

のような割合で、御本人様、あとその家族が対応

させていただいております。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。私思っ

たより本人の方多いのだなというふうに思いまし

た。 

  私先日ちょうどこのひきこもりのことで悩んで

いらっしゃる保護者の方とお話をお伺いする機会

があったのですけれども、やはり悩んでいる方と

いうのは、相談しようと思って出かけてみるのも

本当に大変ということで、特に場所や担当者など

の環境が変わってしまうとまた緊張などして行け

なくなってしまうということもあるそうなのです

ね。今、場所暫定利用ということで、先ほどくら

しとしごとの相談センター長からも確定した場所、

また新たな場所を早めに確保しますというふうな

お話ありましたけれども、是非確保をお願いした

いなというふうに思っております。 

  そして、曜日についてなのですけれども、土曜

日がなくなってしまうというのは、私、家族の方

も相談多くいらっしゃる中で、問題なのではない

かなというふうに認識しておりまして、例えば平

日水曜日休みで、逆に土曜日やるというような、

事業者が６日やるの難しいということであれば曜

日変えるというような検討はされたのでしょうか。 

○くらしとしごとの相談センター長 曜日の変更も

今回検討の中で選択肢として考えてございました。 

  事業者のお話、実績だと例えば１月電話あるい

は来所の相談が１２５件あったうち、土曜日利用

というのが５件なのですね。むしろ私も意識があ

れでしたけれども、土日よりも平日利用の割合が
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随分多いというお話を聞きました。 

  そういった実績も踏まえて、緊急対応として、

週５、月曜日から金曜日にまずさせていただいて、

そのスタート後に検証などさせていただきながら、

絶えずそういった曜日の変更も踏まえて考えてい

きたいなと思っています。 

○川村みこと委員 ありがとうございます。想像以

上に土曜日少なかったのですけれども、平日いら

っしゃる方は、何曜日でも来られるけれども、例

えば御家族の方が、先ほど質問ありましたように、

月２回ほど定期的に通って相談されているような

場合は、土曜日でないと行けないという方が結構

いらっしゃるのではないかというふうに思います。

ですので、これは、引き続き区民の皆さんのお話

聞いていただいて、今回緊急的なことということ

ですので、順次御対応いただきたいというふうに

思っております。これは要望させていただきます。 

○小泉ひろし委員 最後に確認だけさせていただき

たいと思います。 

  福祉部の報告の中で、医療的ケア児ネットワー

ク協議会の報告の中で、避難訓練の実施報告にお

ける意見等の③避難先で町会等の避難所スタッフ

や他の避難者に協力してもらうためには、日頃か

ら地域住民の障がい児・者に対する理解が大切と

こういうふうに書いてございます。実際当然この

ようなことは望ましいのですけれども、いざ有事

となった場合、台風１９号のときもそうでしたけ

れども、運営する役員側の方も例えば私服でやっ

ていると避難者なのか役員なのか、なかなか分か

らない。ビブスとかちゃんと用意してあって着用

したり、役割分担明確すれば支援を求めるときも

そういう人にお願いできるのと同様に、日頃から

顔見知りになったり、本当にこういうケアとかこ

ういう支援が必要だって分かれば理想なのです。 

  そうではない場合に、逆に何か発信していくと

いうか、遠慮なく発信するというか、こういう支

援してほしいというのは、例えばカードであるヘ

ルプマークというのですか、そういうものを前面

に出すとか、何かビブス着用というのはちょっと

おかしいかもしれないのですけれども、要は、強

く支援を求めるような発信の方法・工夫があれば、

よりいいのではないかと思うのですが、その辺い

かがでしょうか。 

○障がい福祉課長 今の小泉委員の御意見のとおり、

確かに障がい者の方が自ら声を上げることが難し

い方等もいらっしゃるので、そういった場合にや

はりそのヘルプカードであるか、そのあたり検討

ですけれども見て分かるようする、周りから声を

掛けられるような認識ができるような形というも

のは、少し検討させていただきたいと思おります。 

○小泉ひろし委員 より支援する側もしやすくなる

ような、そういう何らか、ちょっと今後工夫して

いただきたいと思います。 

  次に、衛生部の報告の中で、抗原検査キットの

購入費費用の補助事業、あと３日後に終了かと思

うのですが、１月までの販売実績ございますけれ

ども、２月の数字とか今月は出てないのかもしれ

ないですけれども、その辺の様子というのは分か

るのでしょうか。 

○感染症対策課長 ２月分の売上げについては、ま

だ集計が終わっておりません。 

○ただ太郎委員長 ほかに。 

  よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○ただ太郎委員長 次に、その他に移ります。 

  何かございますでしょうか。 
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○横田ゆう委員 １点だけお話しさせていただきま

す。 

  介護保険料の特例軽減制度という制度があるの

ですけれども、ある方が都営住宅の減免のために

非課税証明書を取りに行ったら、窓口の職員がこ

の所得であれば特例減免が受けられるかもしれな

いと言われたそうです。介護保険課に行って相談

をしたら特例減免になったということで、とても

助かったという声が話されていました。 

  こういう窓口の対応というのは、常に重要だと

思いました。そして、この減免の周知はどのよう

にされていますでしょうか。 

○介護保険課長 軽減制度全般的に私どもも広く周

知を図っているところでございますので、こうい

った軽減制度、国や都などほかの制度もございま

したら広く周知してまいりたいと考えてございま

す。 

○横田ゆう委員 介護保険料の軽減制度なのですけ

れども、これは、多分お便りとかそういうことで

ちょっと書いてあるぐらいなのだと思うのです。 

  区報ですとかそういうところで、やはりこうい

う制度がありますよということをきちんと分かる

ように、ちょっと難しいのであれなので、所得要

件もありますし預貯金の要件などもあるので、ち

ょっと分かりやすく周知をしていただきたいなと

いうふうに思いました。 

  以上です。 

○銀川ゆい子委員 はしかについてお伺いをいたし

ます。 

  足立区内の感染ということで、ニュースとなっ

ていることで、今区民の方々の間に不安が広がっ

ています。保護者の方から４月になったら２期、

ＭＲ２期すぐに打ちたいというふうに考えている

親御さんも多いとの声が届きました。なので、ワ

クチンの予診票の発送はいつぐらいになるのか教

えていただければと思います。 

○保健予防課長 これは、ＭＲというのは、麻疹と

風疹のセットのワクチンでございますけれども、

１歳のときが１回目、小学校入学前が２回目、そ

れぞれその時期に合わせて予診票を発送してござ

います。 

○衛生部長 予診表はそのとおりなのですが、区内

で麻疹（はしか）が発生したものではなく、近隣

区で患者になった方が区内の飲食店を利用してい

たという報道になります。 

○銀川ゆい子委員 かしこまりました。 

  それで、４月になったらすぐに打ちたいと考え

ている親御様多いというふうにいただいたのです

けれども、例えば予診票を早めるというか、すみ

ません。具体的な何か私もスケジュールをちゃん

と把握していないので、申し訳ないのですけれど

も、そういうことというのは、この状況を見て考

えたりしているのでしょうか。 

○保健予防課長 これは、定期予防接種になってい

まして、１回目は１歳の誕生日の前日から２歳の

誕生日の前日、２回目は５歳から７歳未満という

ふうに決まっておりますので、その時期になりま

す。 

○銀川ゆい子委員 かしこまりました。 

  それとあとワクチンが不足するのではないかと

いう懸念の声もあるのですけれども、そのあたり

はいかがでしょうか。 

○保健予防課長 接種率なのですけれども、１回目

が９５％、２回目は９０％で、ほぼほぼ皆さん打

っていますので、恐らく足りなくなることはない

と思います。 

○銀川ゆい子委員 最後なのですけれども、はしか

の情報について、いろいろほかの区とか調べてい

たところ、中央区が早速そのホームページ上に３

月１２日ちょうどニュースで報道があった日なの
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ですけれども、こういうかなり詳細で分かりやす

い、はしかについての情報発信を行っておりまし

た。 

  足立区においてもこれから情報が入り次第、小

まめな情報発信をお願いしたい。区民の方々に安

心というかしっかりと認識していただけるために

小まめな情報発信をお願いしたいというふうに思

うのですが、いかがでしょうか。 

○感染症対策課長 麻疹につきましては、発生状況

から先に申し上げますと区内では過去１年間出て

おりません。また、東京都内でも昨年が１０件で

ございます。 

  啓発についてでございますが、今回国からも通

知をいただいていますので、ホームページについ

ては、きちんとリニューアルいたしまして、最新

の情報に更新いたしました。 

  今後新しい情報があれば、きちんと発信してま

いります。 

○ただ太郎委員長 ほかに、その他質疑は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○ただ太郎委員長 なしと認めます。 

  それでは、厚生委員会を閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

午前１１時５８分閉会 


